
 平成２６年           

 第１回市議会定例会 議案第４７号 

   函館市児童館条例の一部改正について 

 函館市児童館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２６年２月２７日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市児童館条例の一部を改正する条例 

 函館市児童館条例（昭和３５年函館市条例第２４号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

  第３条から第９条までを次のように改める。 

（開館時間および休館日） 

第３条 児童館の開館時間および休館日は，規則で定める。 

（事業） 

第４条 児童館は，次に掲げる事業を行う。 

(1) 児童の健康を増進し，情操を豊かにするための集団的または個人 

的な遊びの指導に関すること。 

(2) 母親クラブその他の児童の健全な育成のために地域において活動 

を行う組織の育成に関すること。 

(3) その他児童館の設置の目的を達成するために必要な事業 

（使用者の範囲） 

第５条 前条の事業にかかわり児童館を使用することができる者は，次 

に掲げる者とする。 

(1) 児童 

(2) 児童を同伴する者または児童の福祉に関係のある者 

(3) その他児童館の設置の目的から市長が適当と認める者 

２ 市長は，児童館が前条の事業を行わない時間においては，児童館を 

専用に使用させることができる。 

（使用の許可） 



第６条 前条第２項の規定により児童館を使用しようとする者は，あら 

かじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更 

しようとするときも，同様とする。 

２ 市長は，前項の許可をする場合において，児童館の管理上必要があ 

ると認めるときは，条件を付すことができる。 

（使用の不許可） 

第７条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，児童館の使用 

を許可しない。 

(1) 秩序もしくは風紀を乱し，または他人に迷惑を及ぼすおそれがあ 

ると認められるとき。 

(2) 建物，附属設備等を損傷し，汚損し，または滅失するおそれがあ 

ると認められるとき。 

(3) その他児童館の管理上支障があると認められるとき。 

（目的以外の使用等の禁止） 

第８条 第６条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は， 

児童館を許可を受けた目的以外に使用し，他人に転貸し，またはその 

使用する権利を譲渡してはならない。 

（使用料および利用料金) 

第９条 第５条第１項に規定する者の児童館（指定管理児童館（第１７ 

条第１項に規定する指定管理児童館をいう。第３項および第４項にお 

いて同じ。）を除く。次項において同じ。）の使用料は，無料とする。 

２  前項の規定にかかわらず，第５条第２項の規定により児童館を使用 

する使用者は，別表に定める使用料を前納しなければならない。 

３  第５条第１項に規定する者の指定管理児童館の使用に係る料金は， 

無料とする。 

４  前項の規定にかかわらず，第５条第２項の規定により指定管理児童 

館を使用する使用者は，その使用に係る料金（以下「利用料金」とい 

う。）を指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 244 

条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に支払わな 

ければならない。 



５ 利用料金の額は，指定管理者が，別表に掲げる金額の範囲内におい 

て，あらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。 

６ 利用料金の支払方法については，指定管理者が，あらかじめ市長の 

承認を受けて定めるものとする。 

第１３条を第１８条とする。 

第１２条各号列記以外の部分中「次の各号の一に」を「第７条各号の 

いずれかに」に改め，同条各号を削り，同条を第１６条とし，同条の次 

に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第17条 児童館のうち規則で定めるもの（以下「指定管理児童館」とい 

う。）の管理は，地方自治法第２４４条の２第３項の規定により指定 

管理者に行わせるものとする。 

２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 

(1) 指定管理児童館に係る第４条の事業の実施に関すること。 

(2) 指定管理児童館の使用の許可および制限に関すること。 

(3) 指定管理児童館の維持管理に関すること。 

(4) その他市長が定める業務 

３ 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第５条第２項，第 

６条，第７条，第１２条，第１３条，前条および別表備考の規定の適 

用については，これらの規定（同表備考を除く。）中「市長」とある 

のは「指定管理者」と，同表備考中「使用料」とあるのは「利用料金」

と，「徴収する」とあるのは「支払わなければならない」とする。 

第１１条を削る。 

第１０条の見出しを「（原状回復等）」に改め，同条中「その使用を 

終つたとき，又は使用の停止若しくは取消しを命ぜられた」を「，児童 

館の使用を終了したとき，または第１２条の規定により使用の許可を取 

り消され，もしくは使用を停止された」に，「復して」を「回復して」 

に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは，市長は，使用者に代わつ 

てこれを執行し，その費用を使用者から徴収する。 



  第１０条を第１４条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（損害賠償の義務） 

第15条 児童館に入館した者は，建物，附属設備等を損傷し，汚損し， 

または滅失したときは，市長の定めるところにより，その損害を賠償 

しなければならない。 

  第９条の次に次の４条を加える。 

（使用料および利用料金の減免） 

第10条  市長は，公益上その他特に必要があると認めるときは，使用料 

を減免することができる。 

２ 指定管理者は，特に必要と認める場合について，あらかじめ市長の 

承認を受けて定めるところにより，利用料金を減免することができる。 

（使用料および利用料金の不還付) 

第11条 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長が特別の理由があ 

ると認めるときは，その全部または一部を還付することができる。 

２  既納の利用料金は，還付しない。ただし，指定管理者は，特別の理 

由があると認める場合について，あらかじめ市長の承認を受けて定め 

るところにより，その全部または一部を還付することができる。 

（使用の許可の取消し等） 

第12条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するときは，使用 

の許可を取り消し，または使用を停止し，もしくは使用の条件を変更 

することができる。この場合において，使用者に損害が生じても市は， 

その賠償の責めを負わない。 

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。 

(3) 第７条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。 

(4) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。 

（販売行為等の禁止） 

第13条 市長の許可を受けた者以外の者は，児童館またはその敷地内に 

おいて，物品の販売，寄附の要請その他これらに類する行為をしては 

ならない。 



別表中「第７条関係」を「第９条関係」に，「児童集会室」を「遊戯 

室」に，「集会室」を「図書室」に，「和室」を「集会室」に，「 150 

円」を「２００円」に，「２５０円」を「３５０円」に改め，同表備考 

を次のように改める。 

  備考  暖房を使用する場合は，暖房に係る使用料として，１室につき 

１時間までごとに，暖房設備の１時間当たりの最大燃料消費量に 

実費を勘案して市長が別に定める燃料単価を乗じて得た額（その 

額に１０円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）を徴 

収する。 

    附 則 

（施行期日） 

１  この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この条例の施行の際現に改正前の函館市児童館条例（以下「改正前 

  の条例」という。）別表に規定する児童集会室および集会室（改正後 

の函館市児童館条例（以下「改正後の条例」という。）別表に規定す 

る図書室に相当するものに限る。）の使用の許可を受けている者は， 

それぞれ改正後の条例別表に規定する遊戯室および図書室の使用の許 

可を受けた者とみなす。 

３  改正後の条例第９条第４項から第６項まで，第１０条第２項，第11 

  条第２項および別表（改正後の条例第１７条第３項において読み替え 

  て適用される場合に限る。以下同じ。）の規定は，この条例の施行の 

  日（以下「施行日」という。）以後にされた指定管理児童館（改正後 

の条例第１７条第１項に規定する指定管理児童館をいう。以下同じ。）

の許可に係る使用について適用し，施行日前の指定管理児童館の使用 

および施行日前にされた指定管理児童館の許可に係る施行日以後の使 

用については，なお従前の例による。 

４  前項の規定にかかわらず，当初許可（施行日前にされた許可で施行 

  日以後の指定管理児童館の使用に係るものをいう。以下同じ。）につ 

いて変更許可（施行日以後にされた許可で当初許可の内容を変更する 



ものをいう。以下同じ。）がなされた場合における当該変更許可に係 

る使用については，当該当初許可に係る使用料を施行日前に納付して 

いない場合で，当該変更許可に係る使用について改正後の条例第９条 

第５項および別表の規定の適用があるものとした場合におけるこれら 

の規定による利用料金の額（以下「変更後額」という。）が，当該変 

更許可の当初許可に係る使用について改正前の条例第７条第１項およ 

び別表の規定の適用があるものとした場合におけるこれらの規定によ 

る使用料の額（以下「当初額」という。）を超えないときは，変更後 

額に相当する額を改正前の条例第７条，第１１条および別表の規定が 

適用される使用料とみなし，変更後額が当初額を超える場合は，当初 

額に相当する額を改正前の条例第７条，第１１条および別表の規定が 

適用される使用料とみなし，変更後額と当初額との差額に相当する額 

を改正後の条例第９条第４項から第６項まで，第１０条第２項，第11 

条第２項および別表の規定が適用される利用料金とみなす。 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 児童館のうち規則で定めるものの管理を指定管理者に行わせることと 

し，および規定を整備するため 


